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拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
御社より,令和 4年 9月 27日 付の回答をいただきました。ありがとうございます。
この回答を踏まえて,改めて検討 していただきたい事項がございます。

現在の御社の対応は「新型コロナウイルス感染症の疑いがあるにも関わらず,弊社

ホテルを利用 し,それに起因し清掃費用等が発生 した場合には,別途費用請求をする

場合があります。」とい う案内文を,契約時には示すことなく,注意喚起として示 して

いる, とのことでした。

消費者契約法は,第 3条 1項において,消費者契約の締結について勧誘するに際し

ては必要な情報の提供を求め,ま た消費者契約の内容が消費者にとつて明確かつ平易

なものになるよう配慮を求めています。

御社が主張されるように,案内文が注意喚起であって契約の内容ではないとしても,

宿泊契約の相手方たる宿泊者に対する案内文である以上,同条の趣旨は該当します。

上記のような理由から,当団体から以下の 2点ついての再考を求めます。

1  案内文の提示時期について
新型コロナウイルス感染症に起因 した清掃費用等が別途請求される場合が

ある,と い う御社の方針については,消費者契約の相手方たる宿泊客にとつて ,

契約を締結するか否かを決定する上で,重要な情報となります。御社は契約の

締結を勧誘する場合に,事前に案内文を示 して,御社が採る方針の理解を得た

上で,契約の締結をすべきです。
2  案内文の内容について
「新型コロナウイルス感染症の疑いがあるにも関わらず,弊社ホテルを利用

し,それに起因 し清掃費用等が発生した場合には,別途費用請求をする場合が
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あります。」という文言からは,費用負担の合意が求められているものか否力、
いかなる場合に費用請求がされるのか,明確ではありません。御社はこの案内
文につき,「費用負担の合意を求めるものではなく,故意,過失の有無にかかわ
らず費用請求するものではないJと 説明されますが,法律の専門家でない一般
消費者の方が,そ ういった内容まで読み取ることは不可能です。 (なお,契約の

内容を解釈する場合に事業者を救済する〔不当条項性を否定する〕との方向で ,

消費者契約の条項に文言を補い限定解釈をするとい うことは,消費者契約法第
3条 1項の趣旨に照 らし,極力控えるのが相当であることは,東京高裁令和 2
年 11月 5日 判決において示されているとお りです。)

例えば,直載的に
'新
型コロナ ウイルス感染症の疑いがあるにも関わらず ,

弊社ホテルを利用 し,それに起因し清掃費用等が発生した場合には,別途費用
請求をする場合があります。但 し,これは費用負担の合意を求めるものではあ

ません。」と書く等,明確かつ平易な文言で,消費者に不利な解釈をしないもの

であることを示す配慮をお願いします。

敬具

【参照条文 :消費者契約法第二条】

第二条 事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 ,肖費者契約の条項を定めるに当たつては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、

その角準釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとつて平易なものになるよう酉己

慮すること。

二 ,肖費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権

利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を

考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供す

ること。

2消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の
権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
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